
新旧対照表 

委託契約約款（役務・長期） 

改正後 改正前 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款（以下「契約書」とい

う。）に基づき、別添仕様書及び図面等（以下「仕様書等」という。）に従い、日

本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕

様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行するこ

ととされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日（以

下「指定期日」という。）までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部

分に係る代金（単価契約にあたっては履行完了した実績数量に応じた代金。以下第

15条において同じ。）を支払う。 

３ この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれ

ばならない。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ 受注者は、個人情報の保護に関し、発注者が定める東京都北区個人情報その他の

情報資産を取り扱う契約の特記事項を遵守しなければならない。 

６ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書

等に特別の定めがある場合を除き、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32

年法律第48号）の定めるところによるものとする。 

７ この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判

所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

 

（遅延違約金） 

第11条 受注者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期

日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終

了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日

を延期することができる。 

２ 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に

応じ、契約金額（単価契約にあたっては単価に履行すべき数量を乗じて計算される契

約金額相当額。以下本条において同じ。）に民法第404条に定める法定利率の割合（年

当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。）を乗じて

計算した額（100円未満のは数があるとき又は100円未満であるときは、そのは数額又

はその全額を切り捨てる。）とする。この場合において、検査に合格した履行部分（他
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本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕

様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行するこ
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（遅延違約金） 

第11条 受注者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期

日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終

了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日

を延期することができる。 

２ 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数

に応じ、契約金額に民法第404条に定める法定利率の割合（年当たりの割合は、閏年

の日を含む期間についても、365日の割合とする。）を乗じて計算した額（100円未

満のは数があるとき又は100円未満であるときは、そのは数額又はその全額を切り捨

てる。）とする。 

３ 第８条第１項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注



改正後 改正前 

の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと発注者が

認める履行部分を含む。）があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約

金の算定に当たり契約金額から控除する。 

３ 第８条第１項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注

者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。 

４ 前２項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。 

５  前１項に示す遅延により発注者に生じた実際の損害額が、前２項に規定する遅延

違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるも

のではない。 

 
（契約保証金） 

第14条 前２条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額（単価契約

にあたっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条、第16

条の２及び第20条において同じ。）が増加するときは、その増加の割合に応じて契

約保証金の額を変更するものとする。 

２ 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入

させる。ただし、次の各号の一に該当するときは、受注者は、さらに納入を要しな

い。 

(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の100分の10以上あるとき。 

(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額

から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の100分の10以

上あるとき。 

３  発注者は、受注者が契約の履行をすべて完了し、第15条の規定により契約代金を

請求したとき又は第17条若しくは第18条の規定により契約が解除されたときは、受

注者の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。 

４  契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。 
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